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序章  制度の背景について 
 

１ 特定健康診査・特定保健指導の導入の背景と趣旨 
 

近年、わが国は急速な出生率の低下に伴って高齢化が進展しており、平成２２年に

は高齢化率が２３．１％となり、いわゆる超高齢社会に突入しました。今後、６５歳

以上が平成２５年には４人に 1 人、平成４７年には３人に 1 人に達すると予測されて

います。このような他国にも例を見ない急速な高齢化に伴い、国民の医療費は年々増

加し、平成２１年度は過去最高の３６兆６７億円に達し、年齢階級別では、６５歳以

上が１９兆９,４７９億円（５５．４％）となっています。 

また、疾病構造の変化により、生活習慣病は、現在、国民医療費（一般診療医療費）

の約３割、死亡者数の約６割を占めています。また、要支援者および要介護者の介護

が必要となった主な原因についても、脳血管疾患をはじめとした生活習慣病が３割を

占めています。 

このため、国は医療制度改革を行う中で、国民皆保険制度を持続可能なものとする

ことを目的に、国民の生涯にわたった生活の質の維持・向上のために、糖尿病、高血

圧症、脂質異常症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防を重視すること

とし、平成２０年度から医療保険者には、４０歳から７４歳の被保険者に対する健診・

保健指導の実施が義務付けられました（高齢者の医療の確保に関する法律第２０条、

第２４条）。 

本市においても、平成２０年３月に宮崎市国民健康保険特定健康診査・特定保健指

導実施計画を策定し、平成２４年度までの５年を計画期間として、特定健康診査・特

定保健指導等の取り組みを実施してきたところです。 

さらなる高齢化と医療費の増加が見込まれる中、引き続き医療費の適正化に向けた

取り組みを推進するため、平成２４年度までの第１期計画期間の取り組みの実績や課

題を評価したうえで、平成２５年度から平成２９年度を計画期間とする第２期計画を

策定しました。 
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２ 医療制度改革の行程と指標 
 

特定健康診査・特定保健指導は、医療制度改革の一つとして平成２０年度に開始さ

れました。 

下の図は、特定健康診査・特定保健指導は何を目指しているのか、国の大きな流れ

を示したもので、左の縦軸に時間の流れがあり、上から下に進んでいきます。 

 

【図】 医療制度改革の行程と指標 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の１番下の平成３７年度は、いわゆる団塊の世代の人たちが７５歳になるころに

当たります。国は、この時点で５６兆円と見込まれている医療給付費を、制度改革で

４８兆円にできないか、そのうち２兆円を生活習慣病対策で抑えられないか、と考え

ました。 

国は平成２７年度までに全国の糖尿病等の有病者・予備群の２５％減少、平成２９

年度までに市町村国保の健診実施率６０％、保健指導実施率６０％の実現、平成３４

年度までに虚血性心疾患・脳血管疾患の死亡率と糖尿病性腎症による新規人工透析導

入患者の減少、を目標に掲げました。 

それを実現するために、厚生労働省は「標準的な健診・保健指導プログラム」を作

成し、平成２０年度から各医療保険者による「特定健康診査・特定保健指導」が始ま

りました。 

また、今後は従来ばらばらだった健診と医療の状況を照らし合わせて見られるよう

に、健診データや医療の状況を示すレセプトの電子化が推進され、平成２５年度から

は、健康状態の改善や医療費抑制の効果がどの程度あったのかなどの検証が開始され

る予定になっています。 

 

 

   2007

   2008

   2012

   2013

   2015

   2017

   2022

   2025

医療制度改革の目標達成と評価（第二期に向けての動き）

達成達成達成達成すべきすべきすべきすべき目標目標目標目標（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム）））） 目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けてのけてのけてのけての考考考考ええええ方方方方 評価評価評価評価のののの体制整備体制整備体制整備体制整備

H19

H20

H24

H25

H27

H29

H34

H37

特定健康診査・特定保健指導　開始

健診実施率65％、保健指導実施率45％

健診実施率60％、保健指導実施率60％

メタボリックシンドローム
該当者・予備群25％減少

糖尿病等生活習慣病
有病者・予備群の25％減少

脳血管疾患
の死亡率減少

虚血性心疾患
の死亡率減少

糖尿病性腎症による
新規透析導入者の減少

生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病にににに起因起因起因起因するするするする医療費医療費医療費医療費のののの減少減少減少減少
医療給付費56兆円の見込みを48兆円に

（生活習慣病対策で2兆円抑制）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健診健診健診健診・・・・保健指導保健指導保健指導保健指導のののの標準化標準化標準化標準化
標準的な健診・保健指導プログラム （確定
版）の提示
●内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、脂
質異常症、高血圧は予防可能
●発症後も血糖、血圧等をコントロールす
ることにより、心血管疾患、人工透析への
進展や重症化予防は可能

　　 　　 　　 　　 後期高齢者支援金後期高齢者支援金後期高齢者支援金後期高齢者支援金のののの加算加算加算加算・・・・減算減算減算減算
●第一期は健診・保健指導両方の目標達
成保険者が減算対象
●第二期は調整済実施係数が0.65以上の
保険者が減算対象

　　　　　　　　　H24.7.10大臣告示
国民の健康の増進の総合的な推進を図る
ための基本的な指針の全部改正について
健康日本健康日本健康日本健康日本21212121((((第二次第二次第二次第二次))))

　事業の効率的な実施を図る観点から医療
保険者として策定する特定健診等実施計
画と市町村健康増進計画を一体的に策定

全国で、どこが成果をあげているかが分かる

国保国保国保国保データベースデータベースデータベースデータベース
（（（（KDBKDBKDBKDB））））システムシステムシステムシステム
平成25年10月稼動

健診・レセプト・介護データを
収集・突合分析

確定版様式含む63帳票を
月次・年次で出力

全国の同規模保険者と
比較可能に

健診データの電子化

レセプトデータの
電子化（H23～）

10年後の目標達成を目指すプロセス計画を
どう考えていくか（平成25年から実践が始まります）
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３ 社会保障と生活習慣病 
 

特定健康診査・特定保健指導を定めた「高齢者の医療の確保に関する法律」の目的

には、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適

正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を

講ずる」とあります。 

   また、特定健康診査については、同法１８条で、「特定健康診査（糖尿病その他の政

令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。）」と定義されています。 

この糖尿病対策がなぜ重要なのか、糖尿病の有病者・予備群の減少がなぜ必要なの

かを社会保障の視点から見てみました。 

  

【表】 社会保障と生活習慣病 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の表は生活習慣病と社会保障費との関係を年代ごとに示したものです。 

表の横軸は、左から年代、生活習慣病対策に関する世界の動き、国の動き、国の財

政（税収・歳出・借金）、社会保障給付費となっています。医療費も社会保障給付費に

含まれるので、予防可能とされる糖尿病、虚血性心疾患、脳血管疾患、がんの医療費

の内訳を見てみました。単位は「兆円」となります。 

老人保健法が制定された昭和５７年度は、国の税収３０．５兆円、社会保障費３０．

１兆円、うち医療費は１２．４兆円でそのうち糖尿病０．３兆円、虚血性心疾患０．

３兆円、脳血管疾患０．９兆円、がん０．８兆円です。 

特定健康診査・特定保健指導がスタートした平成２０年度は、国の税収４４．３兆

円、社会保障費９４.１兆円、うち医療費２９．６兆円でそのうち、糖尿病１．２兆円、

虚血性心疾患０．８兆円、脳血管疾患１．６兆円、がん２．９兆円と、昭和５７年度

と比べて医療費は２．４倍となりましたが、そのうち糖尿病は４．０倍、虚血性心疾

患は２．７倍、脳血管疾患は１．８倍、がんは３．６倍となっています。 

生活習慣病関連の医療費の伸びが大きいことと、合併症による障がいで日常生活に

大きな影響を及ぼすことから、糖尿病の予防が重要だと理解できます。 

 

 

糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病 虚血性心疾患 脳血管疾患 がん
（兆円） （兆円） （兆円） （兆円） （兆円） （兆円） （兆円） （兆円） （兆円） （兆円） （兆円）

1978 昭和53 WHOアルマアタ宣言 第1次国民健康づくり運動 21.9 34.1 77.6 19.8 8.9 7.8 3
1982 昭和57 老人保健法制定老人保健法制定老人保健法制定老人保健法制定 30.5 47.2 154.1 30.1 12.412.412.412.4 0.30.30.30.3 0.30.30.30.3 0.90.90.90.9 0.80.80.80.8 13.3 4.3
1986 昭和61 WHOオタワ憲章（ヘルスプロモーション） 41.9 53.6 224.7 38.6 15.1 0.5 0.4 1.2 1.1 18.8 4.7
1988 昭和63

第2次国民健康づくり運動
（アクティブ80ヘルスプラン）

50.8 61.5 246.5 42.5 16.7 0.5 0.5 1.4 1.3 21 4.7

1996 平成8 「成人病」を「生活習慣病」に公衆衛生
審議会の提言を受け厚生省が改称

52.1 78.8 449.3 67.5 25.2 1 0.7 1.9 1.9 35 7.4

2000 平成12 第3次国民健康づくり運動（健康日本21） 5037 89.3 645.9 78.1 26 1.1 0.7 1.8 2 41.2 10.9
2003 平成15 健康増進法施行 43.3 82.4 691.6 84.3 26.6 1.1 0.7 1.7 2.5 44.8 12.9
2006 平成18

医療制度改革（予防重視、後期高
齢者胃医療制度の創設）

49.1 81.4 761.1 89.1 28.1 1.1 0.7 1.9 2.5 47.3 13.7

2007 平成19
医療保険者医療保険者医療保険者医療保険者におけるにおけるにおけるにおける生活習慣病対生活習慣病対生活習慣病対生活習慣病対
策策策策としてとしてとしてとして、、、、標準的標準的標準的標準的なななな健診健診健診健診・・・・保健指導保健指導保健指導保健指導
プログラムプログラムプログラムプログラム（（（（確定版確定版確定版確定版））））のののの提示提示提示提示

51 81.8 766.7 91.4 28.9 1.1 0.7 1.8 2.7 48.3 14.2

2008 平成20
WHO「非感染性疾病への予防と管
理に関するグローバル戦略」
4つの非感染性疾患（NCD：心血管
疾患、糖尿病、がん、慢性呼吸器
疾患）と4444つのつのつのつの共通共通共通共通するするするする危険因子危険因子危険因子危険因子
（喫煙、運動不足、不健康な食事、
過度の飲酒）の予防と管理のため
のパートナーシップ

特定健康診査・特定保健指導スタート 44.3 84.7 770.4 94.1 29.629.629.629.6 1.21.21.21.2 0.80.80.80.8 1.61.61.61.6 2.92.92.92.9 49.5 14.9

2011 平成23
腎臓病もNCDに追加
世界人口が70億人突破（1950年の
25億人の3倍近くに）

40.9 94.7 893.9

2012 平成24 4444月 次期国民健康月 次期国民健康月 次期国民健康月 次期国民健康づくりづくりづくりづくり運動運動運動運動プランプランプランプラン（（（（第第第第
2222次健康日本次健康日本次健康日本次健康日本21212121））））
報告書報告書報告書報告書たたきたたきたたきたたき台公表台公表台公表台公表

年代 世界の動き 国の動き 長期債務残高

（国・地方）
一般会計
歳出決算額

一般会計
税収決算額

国の財政 社会保障給付費

主要疾患別医療費
年金 福祉・その他医療計

2.42.42.42.4 4.04.04.04.0 2.72.72.72.7 1.81.81.81.8 3.63.63.63.6昭和昭和昭和昭和57575757年度年度年度年度のののの何倍何倍何倍何倍かかかか？？？？
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４ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目する意義 
 

平成１７年４月に、日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリックシンドロー

ム（内臓脂肪症候群）の疾患概念と診断基準を示しました。 

   これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する

病態であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスク

が高く、内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考

え方を基本としています。 

   メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積、体重増

加が血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、さまざまな形で血管を損

傷し、動脈硬化を引き起こし、心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全な

どに至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者にとっ

て、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向け

ての明確な動機付けができるようになると考えられます。 

   特定健康診査は、このメタボリックシンドロームに着目した健診であるため、「メタ

ボ健診」とも呼ばれています。 

 

 

 

５ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した生活習慣病 

予防のための健診・保健指導の基本的な考え方 
     

【表】特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：厚生労働省保険局「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」  

 

 

これまでの健診・保健指導 これからの健診・保健指導

健診・
保健指導
の関係

健診に付加した保健指導
内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防の
ための保健指導を必要とする者を抽出する健診

特徴 プロセス（過程）重視の保健指導 結果を出す保健指導

目的 個別疾患の早期発見・早期治療
内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容
リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士等が
早期に介入し、行動変容につながる保健指導を行う

内容
健診結果の伝達、理想的な生活習慣
に係る一般的な情報提供

自己選択と行動変容
対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し、
生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につなげる

保健指導
の対象者

健診結果で「要指導」と指摘され、
健康教育等の保健事業に参加した者

健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化
された保健指導を提供
リスクに基づく優先順位を付け、保健指導の必要性に応じて「情報提
供」「動機付け支援」「積極的支援」を行う

方法
一時点の健診結果のみに基づく
保健指導、画一的な保健指導

健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた
保健指導
データ分析等を通じて集団としての健康課題を設
定し、目標に沿った保健指導を計画的に実施
個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタ
イルを考慮した保健指導

評価
アウトプット（事業実施量）評価
実施回数や参加人数

アウトカム（結果）評価
糖尿病等の有病者・予備群の25％減少

実施主体 市町村 医療保険者

最新の科学
的知識と、
課題抽出の
ための分析

行動変容を
促す手法
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６ 第２期に向けての健診・保健指導の基本的な考え方 
 

国が平成２４年７月に公表した「保険者による健診・保健指導等に関する検討会と

りまとめの概要」では、第２期に向けての基本的な方向性については、下記のように

示されています。 

 

・ 第２期特定健診等実施計画の期間においては、特定健診・保健指導の枠組みを維

持する。 

・ 国および保険者において、特定健診・保健指導の実施率向上に取り組む。 

・ エビデンス（科学的根拠）を蓄積し、効果の検証に取り組む。必要に応じ、運用

の改善や制度的な見直しを検討する。 

 

   また、特定健診・保健指導の枠組みについては、下記のように示されています。 

 

・ 内臓脂肪型肥満に着目した現行の特定保健指導対象者の選定基準を維持する。 

・ 非肥満でリスクがある者に対する保健指導の標準的方法、医療機関への受診勧奨

等を周知する。 

・ 血清クレアチニン検査を特定健診の項目に加えるか否かについては、内臓脂肪型

肥満との関連や事業主健診での対応状況等を踏まえ、平成３０年度に向けて改め

て検討する。 

 

宮崎市の国民健康保険では、血清クレアチニン検査はすでに導入していますが、特

定保健指導対象外の方への対応に関しては、今後、優先順位を付けて行っていく必要

があります。 

 

 

７ 健康日本２１（第二次）における医療保険者の役割 
 

国の健康づくり施策「健康日本２１（第二次）」も平成２５年度から新しい方針で始

まります。医療保険者は、健康増進法における「健康増進事業実施者」としての役割

を担うとともに、「健康日本２１（第二次）」の方向性との整合も図っていきます。 

なお、国が設定する目標項目５３のうち、医療保険者が関係するのは、中年期以降

の健康づくり対策の部分になります（次ページ表の点線枠囲みを参照）。 

また、下の表から分かるように、主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

に関する目標項目は、特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上や、健診データや

レセプトデータでの把握・評価が可能で、具体的なものになっています。 
 

医療保険者が関係する目標項目 

循環器疾患 

① 高血圧の改善（収縮期血圧の平均値の低下） 

② 脂質異常症の減少 

③ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

④ 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上 

糖尿病 

① 合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数）の減少 

② 治療継続者の割合の増加 

③ 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少 

（ＨｂＡ１ｃがＮＧＳＰ値８．４％以上の者の割合の減少） 

④ 糖尿病有病者の増加の抑制 

⑤ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲） 

⑥ 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲） 
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８ 計画の性格 
 

この計画は、国の特定健康診査等基本指針（高齢者の医療の確保に関する法律第１

８条）に基づき、保険者である宮崎市が策定する計画です。 

また、健康づくり施策を推進する役割も担っているため、「第２期宮崎県医療費適正

化計画」や「第２次健康みやざき市民プラン」との整合を図っていきます。 

 

 

 

９ 計画の期間 
 

この計画は５年間を一つの期間とし、第 1 期は平成２０年度から平成２４年度、第

２期は平成２５年度から平成２９年度とし、５年ごとに策定します。 

第 1 期の計画については、平成２２年度に中間評価を行い、見直しを実施しました。

第２期計画についても、平成２７年度に国・都道府県の医療費適正化計画の中間評価

が予定されていることから、中間年度（平成２７年度）での見直しを必須とし、その

他必要があれば適宜見直すこととします。 
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第１章 第１期の評価 
 

１ 目標達成状況 
 

（１）国が定めた目標値 

平成２４年度における市町村国民健康保険の特定健診の実施率等の数値目標は、

次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）宮崎市国民健康保険の目標値と実績 
① 特定健診実施率（法定報告） 

下の表は、宮崎市国民健康保険における特定健診実施率の目標値と実績を示し

ています。 

 

 

 

 

 

② 特定保健指導実施率（法定報告） 

下の表は、宮崎市国民健康保険における特定保健指導実施率の目標値と実績を

示しています。 

 

 

 

 

 

（３）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数と割合（法定報告） 

  下の表は、特定健康診査受診者の中のメタボリックシンドローム該当者及び予

備群の人数と割合を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 指 標 平成２４年度目標 

特定健康診査の実施率 （市町村国民健康保険） ６５％ 

特定保健指導の実施率（市町村国民健康保険） ４５％ 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（対２０年度比） １０％ 

 H２０年度 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 

目標 22％ 25％ 28％ 48％ 65％ 
特定健康診査の実施率 

実績 20.6％ 20.3％ 19.5％ 20.4％  

 H２０年度 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 

目標 45％ 45％ 45％ 45％ 45％ 
特定保健指導の実施率 

実績 29.1％ 33.3％ 29.2％ 23.4％  

 H２０年度 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 

人数 1,934 人 1,947 人 1,872 人 2,079 人  メタボリックシンドローム 

（該当者） ％ 14.4％ 13.8％ 13.8％ 14.3％  

人数 1,771 人 1,821 人 1,730 人 1,855 人  メタボリックシンドローム 

（予備群） ％ 13.2％ 12.9％ 12.8％ 12.8％  



 - 9 - 

（４）目標達成に向けての取り組み状況 

① 健診実施率の向上策 

  下の表・グラフは、平成２０年度からの特定健診実施率の推移を示したもので

す。 

【表・グラフ】平成２０年度からの実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ 男女ともに実施率はおおむね横ばい状態にあります。 
・ 市広報、ラジオ、テレビ、ホームページ、ポスター、チラシなど幅広く広報に

努めました。未受診者に対し、年１回、受診勧奨のハガキを送付し、実施率の
低い地域においては、優先順位を付けて、訪問での受診勧奨を実施しました。 

・ 健康増進担当課等の協力により、各種イベント時の広報を実施しました。 
・ 平成２１年度、平成２３年度には、未受診者に対し、アンケート調査を実施し、

現状把握に努めました。 
・ 平成２３年度からは受診券をはがき形式から封書形式に変更し内容の充実を図

りました。 
 

② 保健指導実施率の向上、メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少策 

 
・ 特定保健指導対象者への利用勧奨と糖尿病のリスクの高い方への受診勧奨を電

話により実施しました。 
・ 特定保健指導対象外の方への保健指導については、健康増進担当課の協力を得

て、個別の訪問による保健指導を実施しました。 
・ 平成２２年度は未利用者、平成２４年度には利用者に対し、アンケート調査を

実施し、現状把握に努めました。 
・ 平成２５年度からは特定保健指導利用券の送付時に健診の経年結果表を送付す

るよう準備しています。 

対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率

H20 2,242 173 7.7% 2,464 227 9.2% 3,079 294 9.5% 4,340 468 10.8% 5,004 877 17.5% 6,385 1,634 25.6% 6,302 1,656 26.3%
H21 2,493 210 8.4% 2,624 234 8.9% 3,207 319 9.9% 4,329 532 12.3% 5,614 992 17.7% 6,977 1,770 25.4% 6,672 1,668 25.0%
H22 2,588 198 7.7% 2,521 226 9.0% 3,081 314 10.2% 4,142 462 11.2% 6,212 1,052 16.9% 6,479 1,591 24.6% 6,952 1,766 25.4%
H23 2,872 242 8.4% 2,518 234 9.3% 3,086 337 10.9% 3,982 494 12.4% 6,642 1,202 18.1% 6,625 1,643 24.8% 7,269 1,941 26.7%
H20 2,123 189 8.9% 2,401 261 10.9% 2,966 361 12.2% 4,888 846 17.3% 6,940 1,710 24.6% 8,081 2,391 29.6% 8,092 2,340 28.9%
H21 2,358 203 8.6% 2,508 284 11.3% 3,086 417 13.5% 4,742 815 17.2% 7,761 1,847 23.8% 8,626 2,524 29.3% 8,372 2,249 26.9%
H22 2,456 172 7.0% 2,394 250 10.4% 2,965 392 13.2% 4,371 694 15.9% 8,444 1,931 22.9% 8,306 2,285 27.5% 8,402 2,198 26.2%
H23 2,608 224 8.6% 2,366 261 11.0% 2,944 389 13.2% 4,246 763 18.0% 8,693 2,052 23.6% 8,395 2,347 28.0% 8,815 2,376 27.0%

女
性

50～54歳45～49歳40～44歳

男
性

60～64歳55～59歳 70～74歳65～69歳

40～44歳45～49歳50～54歳55～59歳60～64歳
H20 7.7% 9.2% 9.5% 10.8% 17.5%
H21 8.4% 8.9% 9.9% 12.3% 17.7%
H22 7.7% 9.0% 10.2% 11.2% 16.9%
H23 8.4% 9.3% 10.9% 12.4% 18.1%

40～44歳45～49歳50～54歳55～59歳60～64歳
H20 8.9% 10.9% 12.2% 17.3% 24.6%
H21 8.6% 11.3% 13.5% 17.2% 23.8%
H22 7.0% 10.4% 13.2% 15.9% 22.9%
H23 8.6% 11.0% 13.2% 18.0% 23.6%

男
性

女
性

8.4%

9.3%

10.9%

12.4%

18.1%

24.8%

26.7%

7.7%

9.0%

10.2%

11.2%

16.9%

24.6%

25.4%

8.4%

8.9%

9.9%

12.3%

17.7%

25.4%

25.0%

7.7%

9.2%

9.5%

10.8%

17.5%

25.6%

26.3%

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

H20

H21

H22

H23

8.6%

11.0%

13.2%

18.0%

23.6%

28.0%

27.0%

7.0%

10.4%

13.2%

15.9%

22.9%

27.5%

26.2%

8.6%

11.3%

13.5%

17.2%

23.8%

29.3%

26.9%

8.9%

10.9%

12.2%

17.3%

24.6%

29.6%

28.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

男性 女性
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第２章 第２期計画に向けての現状と課題 

 

１ 社会保障の視点で見た宮崎市の特徴 
 

社会保障の視点から国、県と本市を比較すると、下の表に示すとおり、本市は６４

歳以下の死亡割合（項目２）が高いことや後期高齢者医療の一人当たりの診療費（項

目４）が高いことが分かります。 

また、特定健診の状況（項目７）を比較すると、検査結果が基準値を超える有所見

項目としては、ＬＤＬ、ＨｂＡ１ｃ、血糖、尿酸の割合が高くなっています。 

 

【表】社会保障の視点で見た宮崎市の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人 人 人

65歳以上人口 人 人 人

（再掲）75歳以上人口 人 人 人

高齢化率

75歳以上の割合

78.6 歳 全国　26位/47 79.7 歳 県内　1位/26

86.1 歳 全国　14位/47 86.6 歳 県内　2位/26

10万対 10万対 10万対

１位 276.0 301.9 244.4

２位 147.9 182.4 136.1

３位 96.4 121.6 94.1

４位 92.8 113.6 71.6

５位 35.4 37.3 21.7

14.7% 13.3% 15.3%15.3%15.3%15.3%

男性 18.9% 17.6% 20.2%20.2%20.2%20.2%

女性 10.0% 9.0% 10.3%10.3%10.3%10.3%

1号被保険者の認定
（1号被保険者認定者/１号被保険者）

16.9% 17.0% 15.7%

2号被保険者の認定
（2号被保険者認定者/２号被保険者）

0.4% 0.4% 0.3%

後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療

割合 割合 割合

－ － －

うち　65-74歳 31.3% 30.0% 27.6%

一般 94.4% 94.1% 94.3%

退職 5.6% 5.9% 5.7%

加入率

１人あたり 医療費 １人あたり 全国順位 医療費 １人あたり 県内順位

299,333 円 112,284,541,377 円 313,967 円 23位 33,868,939,937 円 291,273 円 20 位

一般 294,863 円 104,299,273,606 円 309,985 円 23位 31,496,966,280 円 287,331 円 20 位

退職 375,102 円 7,985,267,771 円 377,269 円 17位 2,371,973,657 円 356,152 円 17 位

治療者数
生活習慣病
有病者に

占める割合

被保険者数
に占める割合

治療者数
生活習慣病
有病者に

占める割合

被保険者数
に占める割合

治療者数
生活習慣病
有病者に

占める割合

被保険者数
に占める割合

虚血性心疾患 9,923 11.20% 2.74% 3,036 11.35% 2.54%

脳血管疾患 5,629 6.36% 1.55% 2,075 7.76% 1.74%

脂質異常症 46,656 52.67% 12.87% 14,533 54.35% 12.17%

糖尿病 29,936 33.80% 8.26% 9,561 35.75% 8.01%

高血圧症 67,055 75.71% 18.50% 19,605 73.31% 16.42%

人工透析 1,203 0.33% 0.33% 346 0.29% 0.29%

健診対象者数  受診者数  受診率 健診対象者数  受診者数  受診率 健診対象者数 受診者数 受診率

22,544,587 7,362,795 32.7% 224,977 人 66,219 人 29.4% 71,061 人 14,505 人 20.4%

有所見項目 人数 割合 有所見項目 人数 割合

LDL 29,162 人 56.6% LDLLDLLDLLDL 8888,,,,742 742 742 742 人人人人 60.3%60.3%60.3%60.3%

HbA1c 29,012 人 56.4% HbA1cHbA1cHbA1cHbA1c 8888,,,,482 482 482 482 人人人人 58.5%58.5%58.5%58.5%

収縮期血圧 25,155 人 48.9% 収縮期血圧 6,746 人 46.5%

腹囲 17,172 人 33.4% 腹囲 4,696 人 32.4%

BMI 12,811 人 24.9% 血糖血糖血糖血糖 3333,,,,925 925 925 925 人人人人 27.1%27.1%27.1%27.1%

血糖 12,035 人 23.4% BMI 3,267 人 22.5%

拡張期血圧 10,152 人 19.7% 拡張期血圧 2,570 人 17.7%

中性脂肪 9,307 人 18.1% 中性脂肪 2,547 人 17.6%

ALT(GPT) 7,540 人 14.6% ALT(GPT) 2,048 人 14.1%

尿酸 4,647 人 9.0% 尿酸尿酸尿酸尿酸 1111,,,,545 545 545 545 人人人人 10.7%10.7%10.7%10.7%

対象者数 実施者数（修了者数） 実施率（終了率） 対象者数 実施者数（修了者数） 実施率（終了率） 対象者数 実施者数（修了者数） 実施率（終了率）

情報提供（Ｉ・Ｍ・Ｎ） － － 44,100 人 － － 12,629 人 － －

動機づけ支援（Ｏ） 673,537 人 168,791 人 25.1% 6,756 人 2,626 人 38.9% 1,356 人 373 人 27.5%

積極的支援（Ｐ） 271,708 人 36,081 人 13.3% 2,862 人 403 人 14.1% 520 人 66 人 12.7%

（再）服薬中でコントロール良（K) － － 7,881 人 － － 2,142 人 － －

（再）服薬中でコントロール不良（L) － － 12,369 人 － － 3,520 人 － －

全国25位 県内13位

21,166 人

H22年度
（4月～３月）

755,174,949,000 円

1,997,442 人

28.0%28.0%28.0%28.0%

9,985,261,908,000 円

10,740,436,857,000 円

29.0%29.0%29.0%29.0%

人数

35,849,071 人

11,222,279 人

33,851,629 人

31.5%31.5%31.5%31.5%

262,563 円

医療費

229,006円

6,663,722,854,000円

H22年度

14,341,142 人

418,334 円

56,584 人

4,907,439 人

5,062,234 人

154,795 人

国国国国

127,799,000

23.3 ％

11.5 ％

401,654

21.6 ％

11.1 ％

死亡原因

平成22年
人口動態調査

死亡原因

悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

心疾患

脳血管疾患

肺炎

死亡原因 死亡原因

総人口

女性

86,074

160,076

291,214

44,090

25.9 ％

男性

29,753,000

14,708,000

早世予防早世予防早世予防早世予防からみたからみたからみたからみた
死亡死亡死亡死亡（（（（64646464歳以下歳以下歳以下歳以下））））

平成22年
人口動態調査

500 500 500 500 人人人人

1,425 人

H22年度
（4月～３月）
※清武町を

含む

1,644 人

280280280280,,,,927 927 927 927 円円円円

介護保険

156,839 人

430,919 円

250,920 円

項項項項　　　　　　　　　　　　目目目目 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

１

死亡

1,130,912

推計人口
H23.10.1現在

14.2 ％

人口動態

平成17年平均寿命

２２２２

加入者

不慮の事故

合計

肺炎

249,147円

72,462,392,000円介護給付費総額
（第1号の介護給付・予防給付）

1人あたり介護給付費
（第1号1人あたり介護給付・予防給付）

176,549 人

119,965 人

平成22年度介護保険
事業状況報告

４４４４

平成22年度
国民健康保険事業年報

国保の状況

３

入院：1人あたり診療費

入院外：1人あたり診療費

６

医療費総額
（一般＋退職）

３月～４月ベース

医療の状況

平成22年度
国民健康保険事業年報

医療費の状況

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度
後期高齢者医療事業年報後期高齢者医療事業年報後期高齢者医療事業年報後期高齢者医療事業年報

５

宮崎市宮崎市宮崎市宮崎市

6,660 人

人数人数

336,466 人 109,619 人

32,132 人

悪性新生物

542 人

116,279 人

７７７７

第10位

第9位

第8位

第7位

第6位

第5位

フ
ロ
ー

チ
ャ
ー

ト
別

支援別状況

第4位

第3位

第2位

第1位

被保険者数

特定健診特定健診特定健診特定健診のののの状況状況状況状況
　　　　

平成平成平成平成23232323年度分年度分年度分年度分
特定健診特定健診特定健診特定健診データデータデータデータよりよりよりより

（（（（平成平成平成平成24242424年年年年10101010月抽出月抽出月抽出月抽出））））

※※※※有所見者有所見者有所見者有所見者にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、あなあなあなあな
みみみみツールツールツールツール「「「「評価評価評価評価ツールツールツールツール②②②②」」」」

使用使用使用使用

肺炎

50,847 人

1,102 人

有所見順位

受診者数/受診率

健診対象者数

357,632 人

107,287 人

要介護認定者数

333 333 333 333 人人人人

167 167 167 167 人人人人

49,422 人 13,359 人

388 人

42,360 人

13,747 人

419419419419,,,,277 277 277 277 円円円円

21,059,215,000円

247,528円

心疾患

脳血管疾患

自殺

78.79　歳

85.75　歳

悪性新生物

老衰

都城市都城市都城市都城市をををを含含含含まずまずまずまず
（H23年度までは都城市は国保
連合会を通していなかっため、
把握できず）
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２ 医療費の視点で見た現状 
 

医療費全体の状況を見ると、平成２３年度の医科総費用額は約２５１億円となって

おり、平成２３年５月診療分の入院と入院外の医科レセプト件数と費用額を比較する

と、医科レセプト件数では２．７％の入院が、費用額では全体の４１．８％を占めて

いることが分かります。 

 

（１）医療費全体の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①年間（平成23年度）
医科総費用額 25,119,672千円 

入院 12,697,627千円 

入院外 12,422,045千円 （宮崎市国民健康保険の概要より）

②ひと月（平成23年5月診療分）

計 30,579件 100.0% 921,881,560円 100.0%

入院 835件 2.7%2.7%2.7%2.7% 385,778,900円 41.8%41.8%41.8%41.8%

入院外 29,744件 97.3%97.3%97.3%97.3% 536,102,660円 58.2%58.2%58.2%58.2%

③入院と入院外の件数・費用額の割合

医科レセプト件数 費用額

（宮崎県国民健康保険団体連合会提供のKR-Netより）   

費用額費用額費用額費用額, , , , 58585858....2222%%%%

費用額費用額費用額費用額, , , , 41414141....8888%%%%

件数件数件数件数, , , , 97979797....3333%%%%

件数件数件数件数, , , , 2222....7777%%%%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入院外

入院

（入院）
2.7％の件数で
41.8％の費用額を
占めている
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（２）高額レセプトの疾病状況（８０万円/月以上のレセプト） 

平成２４年５月診療分で、月８０万円以上の高額レセプトのうち入院１１６件

の内訳を見ると、虚血性心疾患と脳血管疾患が全体の３６％を占めており、その

基礎疾患としては高血圧や脂質異常症が多いことが分かります。 

また、費用額が月１００万円以上の人の特定健診受診状況を見ると、５０人（７

５．８％）の人が受診していないことが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●８０万円/月以上のレセプトの内訳（平成２４年５月診療分）

脳梗塞 脳出血

件数 116 14 14 14 2 2 12 5 10 1 42

割合 100.0% 12.1%12.1%12.1%12.1% 12.1%12.1%12.1%12.1% 12.1%12.1%12.1%12.1% 1.7% 1.7% 10.3% 4.3% 8.6% 0.9% 36.2%

費用額 13,265万 1,829万 1,474万 1,575万 215万 221万 1,524万 457万 998万 100万 4,872万

１件あたり 114万 131万 105万 112万 108万 110万 127万 91万 100万 100万 116万

実人数 115 13 14 14 2 2 12 5 10 1 42

件数 1 1

割合 0.9% 2.4%

件数 6 2 2 2

割合 5.2% 14.3% 16.7% 4.8%

件数 59 9 6 10 1 2 5 1 3 22

割合 50.9% 64.3% 42.9% 71.4% 50.0% 100.0% 41.7% 20.0% 30.0% 52.4%

件数 50 3 8 4 1 5 4 7 1 17

割合 43.1% 21.4% 57.1% 28.6% 50.0% 41.7% 80.0% 70.0% 100.0% 40.5%

脳梗塞 脳出血

13 14 14

人数 6 10 14
割合 46.2% 71.4% 100.0%

人数 4 3 5
割合 30.8% 21.4% 35.7%

人数 10 4 4
割合 76.9% 28.6% 28.6%

人数 2 0 2
割合 15.4% 0.0% 14.3%

◆平成２０～２３年度受診状況

４回受診 ３回受診 ２回受診 １回受診 未受診

人数 3 1 4 7 50 人数計

割合 4.5% 1.5% 6.1% 10.6% 75.8% 66

　　　　　　　　　　　　　　　　疾病名

　　　基礎疾患

虚血性
心疾患

脳血管疾患

３００万円
以上

２００万円台

レセプト件数
（件）

費用額
（円）

132,653,090

7,692,380

116

4

入院

入院外

　　　　　　　　　　主病名

　費用額

その他合計 腹部
大動脈瘤

閉塞性
動脈硬化

がん 糖尿病 腎臓疾患 高血圧

循環器疾患

脳血管疾患

虚血性
心疾患

８０～１００
万円未満

高尿酸血症

高血圧

高血糖

脂質異常症

実人数（人）

１００万円台

合計

①８０①８０①８０①８０万円万円万円万円////月以上月以上月以上月以上ののののレセプトレセプトレセプトレセプト
　　　　１１６１１６１１６１１６件件件件のののの内訳内訳内訳内訳をををを見見見見るとるとるとると・・・・・・・・・・・・

②②②②上記上記上記上記のののの疾病疾病疾病疾病のののの人人人人のののの
　　　　基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患をををを見見見見るとるとるとると・・・・・・・・・・・・

③③③③費用額費用額費用額費用額がががが100100100100万円以上万円以上万円以上万円以上
　　　　のののの人人人人のののの特定健診受診特定健診受診特定健診受診特定健診受診
　　　　状況状況状況状況をををを見見見見るとるとるとると・・・・・・・・・・・・

虚血性心疾患虚血性心疾患虚血性心疾患虚血性心疾患・・・・脳血管疾患脳血管疾患脳血管疾患脳血管疾患
合合合合わせてわせてわせてわせて　　　　約約約約３６３６３６３６％％％％
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（３）年齢別受診率（平成２４年５月診療分） 

１００人当たりの医療を受けた割合を年齢別に見ると、高齢期に向かうに連れ

て高くなる傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）１人当たりの療養の給付の経年変化 

退職医療制度加入の被保険者を除く一般被保険者の給付額は、年々増加してい

ます。退職医療制度加入の被保険者の給付額は平成２０年度から減少していまし

たが、平成２３年度には再び増加しており、国保全体の１人当たりの給付額とし

ては、前年度と比べると３万７,０００円程度高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別受診率（平成24年5月診療分）

3.50

2.63

2.52

2.68

1.91

1.93

1.52

1.08

1.20

0.89

0.75

0.53

0.33

0.43

1.49

125.22

93.97

73.49

54.53

48.53

40.32

37.01

34.11

31.75

29.56

28.52

28.01

36.97

49.84

88.87

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

（％）

入院

外来

（宮崎県国民健康保険団体連合会提供のKR-Netより）

（円）
H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

一般 229,932 268,005 277,250 284,141 291,445
退職 405,198 412,014 371,214 352,350 382,369

合計 635,130 680,019 648,464 636,491 673,814

　 　一般　：　退職医療制度加入の被保険者を除く被保険者
　 　退職　：　退職医療制度加入の被保険者

１人当たりの療養の給付　経年変化

405,198 412,014
371,214 352,350

382,369

268,005 277,250

229,932

284,141

291,445

635,130
680,019

648,464
673,814

636,491

円

100,000円

200,000円

300,000円

400,000円

500,000円

600,000円

700,000円

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

一般 退職 合計

0

（国民健康保険の概要より）
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３ 人工透析の実態 
 

人工透析患者の推移を見ると、下のグラフに示すとおり、新規導入者数は平成２２

年度まで増加傾向にあります。 
また、原因疾患で見ると、糖尿病性の人が増加しており、平成２３年度では全体の

約４割を占めています。 

 

【グラフ・表】新規人工透析患者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   人工透析に要する医療費を見ると、平成２４年５月診療分では、入院、入院外合わ

せて３４３人が人工透析を受けており、その医療費は約１億４，４００万円、１人当

たりの医療費は約４２万円となっています。一年間、同様の人工透析を行った場合に

は、年間では約５０４万円を要することになります。 

 

【表】人工透析に要する医療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H19 H20 H21 H22 H23
人数（人） 70 79 86 86 66
割合（％） 76.1 71.8 69.9 67.2 59.5
人数（人） 22 31 37 42 45
割合（％） 23.9 28.2 30.1 32.8 40.540.540.540.5

92 110 123 128 111計

年度

原因疾患
腎炎他

糖尿病性

（市障がい福祉課より）

人工透析患者の推移 （新規導入者のみ）

22 31 37 42 45

70
79

86 86
66

0

20

40

60

80

100

120

140

H19 H20 H21 H22 H23

（人）

腎炎他

糖尿病性

件数の
被保険者に
占める割合
【B+C】/【A】

件数 費用額（円） 件数 費用額（円） 件数 費用額（円） 人数
月１人
当たり

費用額（円）

年間１人
当たり

費用額（円）
[推算]

（％）

H20年5月 109,470 28 15,779,930 276 106,367,940 304 122,147,870 288 424,125 5,089,495 0.28

H21年5月 109,877 38 31,429,960 293 110,668,120 331 142,098,080 310 458,381 5,500,571 0.30

H22年5月 117,351 32 19,793,670 336 125,769,300 368 145,562,970 351 414,709 4,976,512 0.31
H22.3.23

清武町合併

H23年5月 116,917 32 19,114,290 346 128,616,410 378 147,730,700 361 409,226 4,910,716 0.32

H24年5月 116,008 33 22,329,250 329 121,811,570 362 144,140,820 343 420,236 5,042,828 0.31

被保険
者数
【A】

診療年月

（宮崎県国民健康保険団体連合会による医療費分析より）

入　　院
　【B】

入　　院　　外
【C】

備 考

合　　計
【B+C】
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４ 介護の状況 
  ４０歳から６４歳の医療保険加入者（介護保険における第２号被保険者）のうち、要

介護・要支援認定を受けた人の特定疾病の内訳を見ると、脳血管疾患が５７．７％と最

も多くなっています。 

 

 【表】４０～６４歳の医療保険加入者（第２号被保険者）の要介護・要支援認定者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 認定者数には、平成２３年度中の更新者を含みます。うち、新規認定者数は（  ）内に記載して

います。 

※２ ４０～６４歳の医療保険加入者（第２号被保険者）が、老化が原因とされる特定疾病（上記の１６

種類の指定の病気）により介護や支援が必要と認定された場合には、介護（予防）サービスを利用

することができます。 

                        

（市介護保険課より提供） 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２３年度）

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

1 脳血管疾患
6

（4）
12

（3）
17

（2）
37

（8）
107

（19）
179

（36）
57.74%57.74%57.74%57.74%

2 がん（末期）
1

（1）
3

（2）
12

（11）
24

（22）
40

（36）
12.90%

3 初老期における認知症
1

（0）
20

（9）
21

（9）
6.77%

4 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
1

（0）
3

（1）
9

（4）
13

（5）
4.19%

5 関節リウマチ
1

（0）
4

（1）
8

（0）
13

（1）
4.19%

6 パーキンソン病関連疾患
2

（0）
1

（0）
7

（2）
10

（2）
3.23%

7 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
6

（4）
3

（1）
9

（5）
2.90%

8 多系統萎縮症
1

（0）
1

（1）
3

（1）
2

（1）
7

（3）
2.26%

9 骨折を伴う骨粗鬆症
1

（0）
1

（0）
2

（0）
4

（0）
1.29%

10 脊柱管狭窄症
2

（0）
2

（0）
4

（0）
1.29%

11 脊髄小脳変性症
2

（0）
1

（0）
3

（0）
0.97%

12 筋萎縮性側索硬化症
1

（0）
1

（0）
2

（0）
0.65%

13 後縦靭帯骨化症
1

（0）
1

（0）
2

（0）
0.65%

14 慢性閉塞性肺疾患
1

（1）
1

（0）
2

（1）
0.65%

15 閉塞性動脈硬化症
1

（1）
1

（1）
0.32%

16 早老症
0

（0）
0.00%

10
（5）

15
（3）

26
（5）

71
（27）

188
（59）

310
（99）

100%

合計 割合

計

特定疾病名
認定者数
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５ 第１期計画の実践から見えてきた被保険者の健康状況と課題 
 

（１）糖尿病 

糖尿病は心血管疾患のリスクを高め、神経障がい、網膜症、腎症といった合併

症を併発することによって、ＱＯＬ(Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ：生活の質）

や医療費の伸びに多大な影響を及ぼします。 

全国的に見ると、４０歳代以上のおよそ３人に１人が糖尿病を発症あるいは予

備群となっている一方で、受診せずに放置している人が半数いるという現状に警

鐘が鳴らされています。糖尿病は現在、新規人工透析導入者の最大の原因疾患で

あるとともに、成人中途失明の原因疾患としても第２位に位置しています。さら

に、心筋梗塞や脳卒中のリスクを２～３倍増加させるとも言われています。 

 

① 健診結果から見た糖尿病［ＨｂＡ１ｃ(ＪＤＳ)］の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上の表は健診結果から糖尿病の状況を見るためのフローチャートです。 

健診結果を見ると、糖尿病と密接な関係を有するＨｂＡ１ｃの値が受診勧奨の

基準値である６．１％（ＪＤＳ）以上の人が６．８％（１，０２４人）を占めて

います。 

    第１期はＨｂＡ１ｃ６．１％（ＪＤＳ）以上の重症化予防に重点を置いてきま

したが、今後も糖尿病およびその合併症を抑制していくことが重要であることか

ら、糖尿病の発症予防や合併症の予防のため、医療との連携のもと、治療中断予

防・重症化予防の仕組みづくりの検討が必要になります。 

 

 

 

 

 

糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病フローチャートフローチャートフローチャートフローチャート ～～～～医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けてけてけてけて～～～～ 平成２３年度

★特定健康診査受診者数 ★HbA1c実施者数

人 14,91214,91214,91214,912 人 実施率

5,7785,7785,7785,778 人 38.7% 9,1349,1349,1349,134 人 61.3%

4,9974,9974,9974,997 人 86.5% 781781781781 人 13.5% 332332332332 人 3.6% 8,8028,8028,8028,802 人 96.4%

1,7551,7551,7551,755 人 19.9% 7,0477,0477,0477,047 人 80.1%

1,8541,8541,8541,854 人 37.1% 81818181 人 10.4% ～5.1 686686686686 人 39.1% 3,5893,5893,5893,589 人 50.9% 6,2106,2106,2106,210 人 41.6%

1,5991,5991,5991,599 人 32.0% 93939393 人 11.9% 5.2～5.4 585585585585 人 33.3% 2,3722,3722,3722,372 人 33.7% 4,6494,6494,6494,649 人 31.2%

1,2541,2541,2541,254 人 25.1% 205205205205 人 26.2% 5.5～6.0 484484484484 人 27.6% 1,0861,0861,0861,086 人 15.4% 3,0293,0293,0293,029 人 20.3%

176176176176 人 3.5% 134134134134 人 17.2% 152152152152 人 45.8% 6.1～6.4 462462462462 人 3.1%

62626262 人 1.2% 113113113113 人 14.5% 70707070 人 21.1% 6.5～6.9 245245245245 人 1.6%

52525252 人 1.0% 155155155155 人 19.8% 110110110110 人 33.1% 7.0～ 317317317317 人 2.1%

13131313 人 0.3% 53535353 人 6.8% 64646464 人 19.3% 【再掲】8.0～ 130130130130 人 0.9%

99.9%14,92614,92614,92614,926

受診率 20.4%

３疾患治療治療治療治療なしなしなしなし

HbA1c 特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導として実
施

特定保健指導以外特定保健指導以外特定保健指導以外特定保健指導以外の
保健指導として実施

HbAHbAHbAHbA1111c c c c 6666....1111以上以上以上以上
（受診勧奨レベル）

HbA1c 6.0HbA1c 6.0HbA1c 6.0HbA1c 6.0以下以下以下以下

３疾患治療中治療中治療中治療中

階層化

健診結果健健健健
診診診診

保保保保
健健健健
指指指指
導導導導
対対対対
象象象象
者者者者
のののの
明明明明
確確確確
化化化化

HbA1c計

糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病治療中治療中治療中治療中糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病治療治療治療治療なしなしなしなし
（高血圧・脂質異常症治療中）

HbAHbAHbAHbA1111c c c c 6666....1111以上以上以上以上
1111,,,,024024024024人人人人
（（（（6666....8888％）％）％）％）
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（２）循環器疾患 

虚血性心疾患と脳血管疾患を含む循環器疾患は、がんと並んで日本人の主要死

因・高額医療の大きな一角を占めています。循環器疾患の予防は基本的には危険

因子の管理であり、確立した危険因子としては、「高血圧」「脂質異常症」「喫煙」

「糖尿病」の４つがあります。循環器疾患の予防はこれらの危険因子の管理が中

心となるため、これらのそれぞれについて改善を図っていく必要があります。 

 

  ① 健診結果から見た高血圧の状況 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  健診結果を血圧分類計で見ると、Ⅰ度高血圧以上の人が２５％（３，７４４人）

と多いことが分かります。 

  高血圧は虚血性心疾患や脳血管疾患などあらゆる循環器疾患の危険因子である

ことから、重症化しやすいといわれているⅡ度高血圧以上の人の重症化予防に取

り組むとともに、正常高値の段階から血圧に関する情報提供を行っていく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高血圧高血圧高血圧高血圧フローチャートフローチャートフローチャートフローチャート ～～～～医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けてけてけてけて～～～～

★特定健康診査受診者数

14,92614,92614,92614,926 人 受診率

＜130 ＜85

130～139 85～89

140～159 90～99

160～179 100～109

≧180 ≧110

高血圧治療ガイドライン2009

5,7815,7815,7815,781 人 38.7% 9,1459,1459,1459,145 人 61.3%

1,2631,2631,2631,263 人 21.8% 4,5184,5184,5184,518 人 78.2% 1,7751,7751,7751,775 人 19.4% 7,3707,3707,3707,370 人 80.6%

1,2231,2231,2231,223 人 16.6% 6,1476,1476,1476,147 人 83.4%

732732732732 人 58.0% 1,4181,4181,4181,418 人 31.4% 正常血圧 608608608608 人 49.7% 4,9604,9604,9604,960 人 80.7% 7,7187,7187,7187,718 人 51.7%

292292292292 人 23.1% 1,3701,3701,3701,370 人 30.3% 正常高値 615615615615 人 50.3% 1,1871,1871,1871,187 人 19.3% 3,4643,4643,4643,464 人 23.2%

218218218218 人 17.3% 1,4641,4641,4641,464 人 32.4% 1,4571,4571,4571,457 人 82.1% Ⅰ度 3,1393,1393,1393,139 人 21.0%

19191919 人 1.5% 244244244244 人 5.4% 265265265265 人 14.9% Ⅱ度 528528528528 人 3.5%

2222 人 0.2% 22222222 人 0.5% 53535353 人 3.0% Ⅲ度 77777777 人 0.5%

20.4%

かつ

または

または

拡張期

成人成人成人成人におけるにおけるにおけるにおける血圧値血圧値血圧値血圧値のののの分類分類分類分類（ｍｍHg）

または

収縮期

Ⅲ度高血圧

Ⅱ度高血圧

Ⅰ度高血圧

正常高値血圧

正常血圧

分類

または

３疾患治療治療治療治療なしなしなしなし

血圧分類 特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導として実施
特定保健指導以外特定保健指導以外特定保健指導以外特定保健指導以外の

保健指導として実施

ⅠⅠⅠⅠ度高血圧以上度高血圧以上度高血圧以上度高血圧以上
（受診勧奨レベル）

正常高値血圧以下正常高値血圧以下正常高値血圧以下正常高値血圧以下

３疾患治療中治療中治療中治療中

階層化

健診結果

保健指導対象者の明確化について
「高血圧治療ガイドライン」を判断基準に置く

健健健健
診診診診

保保保保
健健健健
指指指指
導導導導
対対対対
象象象象
者者者者
のののの
明明明明
確確確確
化化化化

血圧分類計

高血圧高血圧高血圧高血圧治療中治療中治療中治療中高血圧高血圧高血圧高血圧治療治療治療治療なしなしなしなし
（糖尿病・脂質異常症治療中）

血圧分類血圧分類血圧分類血圧分類ⅠⅠⅠⅠ度以上度以上度以上度以上
3333,,,,744744744744人人人人
（（（（25252525％）％）％）％）
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② 健診結果から見た脂質異常症の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     健診結果をＬＤＬ分類計で見ると、ＬＤＬコレステロール高値者（１６０mg/dl

以上）が、１５．３％（２，２８９人）を占めています。 

     脂質異常症は虚血性心疾患の危険因子であり、特に総コレステロールおよびＬ

ＤＬコレステロール高値は、日米欧いずれの診療ガイドラインでも、脂質異常症

の各検査項目の中でも最も重要な指標とされています。 

また、日本人を対象とした疫学研究においても、総コレステロール値２４０

mg/dl 以上あるいはＬＤＬコレステロール１６０mg/dl 以上で、虚血性心疾患の発

症や同疾患による死亡の危険性が高くなることが分かっています。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDLLDLLDLLDL----CCCCフローチャートフローチャートフローチャートフローチャート ～～～～医療制度改革医療制度改革医療制度改革医療制度改革のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けてけてけてけて～～～～

★特定健康診査受診者数

14,92614,92614,92614,926 人 受診率

5,7815,7815,7815,781 人 38.7% 9,1459,1459,1459,145 人 61.3%

3,4743,4743,4743,474 人 60.1% 2,3072,3072,3072,307 人 39.9% 3,5083,5083,5083,508 人 38.4% 5,6375,6375,6375,637 人 61.6%

1,0721,0721,0721,072 人 19.0% 4,5654,5654,5654,565 人 81.0%

1,4221,4221,4221,422 人 40.9% 1,2531,2531,2531,253 人 54.3% 120未満 599599599599 人 55.9% 2,6362,6362,6362,636 人 57.7% 5,9105,9105,9105,910 人 39.6%

988988988988 人 28.4% 548548548548 人 23.8% 120～139 473473473473 人 44.1% 1,9291,9291,9291,929 人 42.3% 3,9383,9383,9383,938 人 26.4%

651651651651 人 18.7% 316316316316 人 13.7% 1,8221,8221,8221,822 人 51.9% 140～159 2,7892,7892,7892,789 人 18.7%

413413413413 人 11.9% 190190190190 人 8.2% 1,6861,6861,6861,686 人 48.1% 160以上 2,2892,2892,2892,289 人 15.3%

133133133133 人 3.8% 66666666 人 2.9% 684684684684 人 19.5% 再)180以上 883883883883 人 5.9%

● ●

●

●

20.4%

治療なし

4444 1.0% 1111 0.5%

346346346346 83.8%

3333 0.2%

28282828 6.8% 8888 4.2% 58585858 3.4%

29292929 7.0% 20202020 10.5%

158158158158 83.2%

人数 割合

1552155215521552 92.1%

49494949 2.9%

人数 割合

HbA1c
6.5以上

Ⅱ度高
血圧以

上

脂質異常治療中脂質異常以外の治療中

人数 割合

３疾患治療治療治療治療なしなしなしなし

LDL分類 特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導として実施
特定保健指導以外特定保健指導以外特定保健指導以外特定保健指導以外の

保健指導として実施

140140140140以上以上以上以上
（受診勧奨レベル）

139139139139以下以下以下以下

３疾患治療中治療中治療中治療中

階層化

健診結果健健健健
診診診診

保保保保
健健健健
指指指指
導導導導
対対対対
象象象象
者者者者
のののの
明明明明
確確確確
化化化化

LDL分類計

脂質異常脂質異常脂質異常脂質異常治療中治療中治療中治療中脂質異常脂質異常脂質異常脂質異常治療治療治療治療なしなしなしなし
（高血圧・糖尿病治療中）

LDL LDL LDL LDL 160160160160mgmgmgmg////ｄｌｄｌｄｌｄｌ以上以上以上以上
2222,,,,289289289289人人人人（（（（15151515....3333％）％）％）％）
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（３）慢性腎臓病（ＣＫＤ） 

人工透析患者数は、世界的に激増しています。日本の新規人工透析導入患者は、

１９８３年には年に１万人程度でしたが、２０１１年には３０万人を超えました。

その１番大きな原因は、糖尿病性腎症や高血圧による腎硬化症など生活習慣病に

よる「慢性腎臓病（ＣＫＤ）」の増加が挙げられます。 

ＣＫＤは、新たな国民病とも言われ、日本のＣＫＤ患者は１，３３０万人、成

人の約８人に１人に上ります。ＣＫＤは、人工透析の予備群になるだけでなく、

心臓病や脳卒中を引き起こす危険性が高いことが分かっています。 

宮崎県は全国でも人工透析の患者割合が多く、本人の負担はもちろんのこと、

医療経済上も大きな問題となっています。 

   

① 健診結果から見た慢性腎臓病（ＣＫＤ）の状況 

 

【表】ＣＫＤ該当者を明確にしましょう（ＣＫＤ重症化分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 重症度は原疾患・ＧＦＲ区分・蛋白尿区分を合わせたステージにより評価する。ステージは色

分けしてリスクを示している。 

※２ ＣＫＤの重症度は死亡、末期腎不全、心血管死亡発症のリスクを緑   のステージを基準に、

黄   、オレンジ   、赤   の順にステージが上昇するほどリスクは上昇する。 

※３ ＣＫＤ分類の指標となるｅＧＦＲ（推算糸球体ろ過量）は、血清クレアチニン値を測定するこ

とにより、推算することができる。 

 

                              日本腎臓学会編 

                                 （ＣＫＤ診療ガイド２０１２より） 

 

 

    

 

14,33014,33014,33014,330 人 438438438438 人 127127127127 人 156156156156 人

1,9421,9421,9421,942 人 1,8861,8861,8861,886 人 42424242 人 6666 人 14141414 人

10,16310,16310,16310,163 人 9,8479,8479,8479,847 人 252252252252 人 70707070 人 64646464 人

2,5112,5112,5112,511 人 2,3562,3562,3562,356 人 109109109109 人 38383838 人 46464646 人

277277277277 人 226226226226 人 30303030 人 11111111 人 21212121 人

23232323 人 12121212 人 2222 人 1111 人 9999 人

8888 人 3333 人 3333 人 1111 人 2222 人

正常
または高値

軽度～
中等度低下

正常または
軽度低下

15未満
0.1% 0.0%33.3%0.0%0.0%

96.0%

12.6%

正常

正常

（－）or（±） （＋）

A3A3A3A3A2A2A2A2

顕性ｱﾙﾌﾞﾐﾝ尿微量ｱﾙﾌﾞﾐﾝ尿

高度蛋白尿軽度蛋白尿

0.1%

0.2%

0.1%

1.5% 0.1%

50.0%0.0%

36.7%

G4G4G4G4

末期腎不全
（ESKD）

高度低下

G3bG3bG3bG3b

G5G5G5G5

中等度～
高度低下

G1G1G1G1

G3aG3aG3aG3a

0.4%

15.8% 0.3%

60-90
未満

45-60
未満

66.0%
G2G2G2G2

0.7%

1.9%

30-45
未満

人

68.1%

13.0%

尿検査･GFR
共に実施

90以上

1.0%2.9% 29.0%

（2＋）以上

A1A1A1A1

14.3%

27.8%1.7%

16.8% 34.9%

14,92414,92414,92414,924

0.2%

15-30
未満

高血圧･腎炎など

糖尿病

【再掲】
尿潜血＋以上

原疾患

0.1%0.3%

尿蛋白区分

GFR区分
（ml/分/1.73㎡）
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【表】ＣＫＤ該当者を年齢別に見ると（ＣＫＤ重症度分類別、尿蛋白頻度別、ＧＦＲ別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
健診結果を年齢別に見ると、ＣＫＤ重症度分類では慢性腎臓病の重症化の高い①グ

ループの人が１２８人、②グループの人が４１３人となっています。 

慢性腎臓病については、健康増進担当課と連携して市民への周知に努めていますが、

慢性腎臓病に関する認知度は十分でないため、平成２５年度からは健診結果票にＣＫ

Ｄ分類の指標となるｅＧＦＲ（推算糸球体ろ過量）の表記を追加し、健診受診者全員

に慢性腎臓病に関するリーフレット等を配布する予定にしています。 

今後は、重症化予防を目的として、健診医や腎専門医との連携体制の構築と保健指

導の体制を検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

    

128128128128 人 2222 人 9999 人 51515151 人 66666666 人

413413413413 人 5555 人 28282828 人 200200200200 人 180180180180 人

2,6502,6502,6502,650 人 58585858 人 219219219219 人 1,3751,3751,3751,375 人 998998998998 人

実施者数

14,92414,92414,92414,924 11,73311,73311,73311,733 人 964964964964 人 1,8361,8361,8361,836 人 5,8235,8235,8235,823 人 3,1103,1103,1103,110 人

          人

14,33014,33014,33014,330 人 992992992992 人 2,0192,0192,0192,019 人 7,1787,1787,1787,178 人 4,1414,1414,1414,141 人

438438438438 人 32323232 人 55555555 人 201201201201 人 150150150150 人

127127127127 人 8888 人 14141414 人 61616161 人 44444444 人

実施者数

14,92414,92414,92414,924 156156156156 人 5555 人 18181818 人 70707070 人 63636363 人

          人

1,9421,9421,9421,942 人 252252252252 人 413413413413 人 995995995995 人 282282282282 人

10,16510,16510,16510,165 人 747747747747 人 1,4791,4791,4791,479 人 4,9984,9984,9984,998 人 2,9412,9412,9412,941 人

2,5112,5112,5112,511 人 28282828 人 187187187187 人 1,3171,3171,3171,317 人 979979979979 人

277277277277 人 2222 人 13131313 人 126126126126 人 136136136136 人

23232323 人 0000 人 0000 人 9999 人 14141414 人

実施者数

14,92614,92614,92614,926 8888 人 0000 人 0000 人 5555 人 3333 人

          人

26.5%

③③③③グループグループグループグループ
重症度分類重症度分類重症度分類重症度分類：：：：黄色黄色黄色黄色

①①①①グループグループグループグループ
重症度分類重症度分類重症度分類重症度分類：：：：赤赤赤赤 0.9%

重重重重
症症症症
度度度度
分分分分
類類類類

51.9% 37.7%

1.6%

②②②②グループグループグループグループ
重症度分類重症度分類重症度分類重症度分類：：：：オレンジオレンジオレンジオレンジ

④④④④グループグループグループグループ
重症度分類重症度分類重症度分類重症度分類：：：：緑緑緑緑

　　　　
ＧＧＧＧ
ＦＦＦＦ
ＲＲＲＲ
区区区区
分分分分

28.9%

13.0% 13.0%

G1G1G1G1
90以上 21.3%

G2G2G2G2
60-90未満

尿尿尿尿
蛋蛋蛋蛋
白白白白
区区区区
分分分分

2.9%

28.9%

45.9%7.3% 12.6%

6.9%

78.6% 8.2%

総数

51.2% 14.5%

48.0% 34.6%

40.4%44.9%

11.0%

34.2%

70-74歳

68.1% 7.3% 14.5% 49.2%

1.0% 3.2% 11.5%

2.8% 1.2%

51.6%

17.8% 2.2% 8.3%

43.6%

7.0% 39.8%

60代50代

14.1% 50.1%

6.8% 48.4%

49.6%15.6%

39.0%

1.9% 0.7% 4.7% 45.5% 49.1%

16.8% 1.1% 7.4% 52.4%

G5G5G5G5
15未満

G4G4G4G4
15-30未満

G3aG3aG3aG3a
45-60未満

G3bG3bG3bG3b
30-45未満

60.9%

0.1% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5%

0.2% 0.0% 0.0% 39.1%

6.3%

40代

96.0%

0.9%

A3A3A3A3
尿蛋白2＋以上

尿潜血(＋)以上

A2A2A2A2
尿蛋白(＋)

A1A1A1A1
尿蛋白(－)or(±)
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【表】慢性腎臓病（ＣＫＤ）該当者の治療状況を見ると 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,8898,8898,8898,889 人 206206206206 人 59595959 人 49494949 人

1,3211,3211,3211,321 人 1,2821,2821,2821,282 人 32323232 人 4444 人 7777 人

6,4536,4536,4536,453 人 6,3066,3066,3066,306 人 123123123123 人 35353535 人 24242424 人

1,2741,2741,2741,274 人 1,2181,2181,2181,218 人 45454545 人 17171717 人 11111111 人

87878787 人 77777777 人 5555 人 2222 人 5555 人

9,1449,1449,1449,144 6666 人 4444 人 1111 人 1111 人 1111 人

         人

3333 人 2222 人 0000 人 0000 人 1111 人

5555 人 1111 人 3333 人 1111 人 1111 人

17171717 人 8888 人 1111 人 0000 人 8888 人

190190190190 人 149149149149 人 25252525 人 9999 人 16161616 人

1,2371,2371,2371,237 人 1,1381,1381,1381,138 人 64646464 人 21212121 人 35353535 人

5,7805,7805,7805,780 3,7103,7103,7103,710 人 3,5413,5413,5413,541 人 129129129129 人 35353535 人 40404040 人

         人

621621621621 人 604604604604 人 10101010 人 2222 人 7777 人

5,4415,4415,4415,441 人 232232232232 人 68686868 人 107107107107 人

正常
または高値G1G1G1G1

15未満
末期腎不全
（ESKD）

G4G4G4G4

G3bG3bG3bG3b

G3aG3aG3aG3a

高度低下

G1G1G1G1

A2A2A2A2

14.0%

69.0%

0.5%2.3% 28.6%

0.1%0.3% 12.5%

28.5%

97.2%

軽度～
中等度低下

3.3%

30-45
未満

1.1%

45-60
未満

0.3%

1.3%70.6%

0.4%

0.8%

13.3%

0.1% 0.0%

0.1% 0.0% 0.0%

2.6%

0.1%

0.1% 0.0%33.3%

0.3%36.0%

0.3%

0.0%

0.1%

0.0%

40.0%

0.5%

0.0%0.0% --

0.1%

A1A1A1A1

0.0%

37.8%

A3A3A3A3

0.1%

100.0%

（2＋）以上【再掲】
尿潜血＋以上

（＋）（－）or（±）

32.8% 0.6%

27.1% 0.7%
G2G2G2G2

A1A1A1A1 A2A2A2A2 A3A3A3A3

0.1%

29.3% 1.9%

0.2% 20.0%10.7%

G3aG3aG3aG3a

G5G5G5G5

0.1% 0.0%

0.0%

高度低下
15-30
未満

中等度～
高度低下

21.4% 19.7%

正常
または高値

90以上

正常または
軽度低下

2.2%61.3%

60-90
未満

64.2%

10.4%

94.1% 4.0%

治治治治
療療療療
中中中中

治治治治
療療療療
なななな
しししし

14.4%

13.9%

軽度～
中等度低下

中等度～
高度低下

45-60
未満

1.0%

90以上

G4G4G4G4

G3bG3bG3bG3b

人14,92414,92414,92414,924

30-45
未満

G2G2G2G2
正常または
軽度低下

60-90
未満

15-30
未満

尿検査･GFR共に実施
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（４）健診結果から見た新規受診者の状況 

 平成２３年度は、特定健診の受診者の４人に１人が新規の受診者でした。健診

結果を見ると、継続受診者よりも新規の受診者の方が、検査結果が基準値を超え

る有所見率が高いことが分かります。 

 

【表】特定健診受診者の受診回数別結果（平成２３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）メタボリックシンドローム 

    下の表に示すとおり、男性で腹囲８５cm 以上の者が約５割、女性で腹囲９０cm

以上の者が約２割となっています。また、男性、女性ともに、メタボリックシン

ドローム予備群では高血圧の所見が最も多く、メタボリックシンドローム該当者

では高血圧と脂質異常の重複が多くなっています。 

 

【表】様式６－８ メタボリックシンドローム該当者・予備群（平成２３年度）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,290人 100.0% 11,360人 74.3% 3,930人 25.7%

基準値 人数 割合 人数 割合 人数 割合

２５以上 3,447人 22.5% 2,356人 20.7% 1,091人 27.8%

８５ ｏｒ ９０以上 4,954人 32.4% 3,522人 31.0% 1,432人 36.4%

３００以上 331人 2.2% 199人 1.8% 132人 3.4%

３４以下 199人 1.3% 128人 1.1% 71人 1.8%

空腹時血糖 １２６以上 698人 4.7% 435人 3.9% 263人 7.0%

Ｈｂ１Ａｃ（ＪＤＳ） ６．１以上 1,058人 6.9% 709人 6.2% 349人 8.9%

計 1,213人 7.9% 797人 7.0% 416人 10.6%

収縮期 １４０以上 3,547人 23.2% 2,543人 22.4% 1,004人 25.5%

拡張期 ９０以上 1,385人 9.1% 929人 8.2% 456人 11.6%

計 3,878人 25.4% 2,772人 24.4% 1,106人 28.1%

１４０以上 5,175人 33.8% 3,743人 32.9% 1,432人 36.4%

２＋以上 163人 1.1% 100人 0.9% 63人 1.6%

６０未満 2,904人 19.0% 2,224人 19.6% 680人 17.3%

９．０以上 108人 0.7% 71人 0.6% 37人 0.9%

ＢＭＩ

腹囲
身体の大きさ

その他の動脈硬化危険因子

腎機能

血糖

血圧

ＬＤＬ コレステロール

尿蛋白

ｅＧＦＲ

尿酸

血管が痛む
（動脈硬化の
危険因子）

内臓脂肪

平成２３年度
初めて受診

インスリン抵抗性

血管を傷つける

全体
継続受診者
(過去に１回以上
受診がある者)

中性脂肪

ＨＤＬ コレステロール

受診者数

項目

※空腹時血糖・HbA1cについては検査実施者数が異なる場合、検査実施者数を分母に割合を算出

人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合②

32,994 5,390 7,068 13,267 7,269 13,894

6,266 502 874 2,934 1,956 3,632

3,096 245 444 1,404 1,003 1,788

0 0 0 0 0 0
高血糖 高血圧 脂質異常 3,096 245 444 1,404 1,003 1,788

腹囲又はBMIのみ 450 7.2% 14.5% 68 13.5% 27.8% 77 8.8% 17.3% 199 6.8% 14.2% 106 5.4% 10.6% 205 5.6% 11.5%

● 72 1.1% 2.3% 5 1.0% 2.0% 14 1.6% 3.2% 34 1.2% 2.4% 19 1.0% 1.9% 42 1.2% 2.3%

● 881 14.1% 28.5% 31 6.2% 12.7% 104 11.9% 23.4% 419 14.3% 29.8% 327 16.7% 32.6% 567 15.6% 31.7%

● 254 4.1% 8.2% 59 11.8% 24.1% 43 4.9% 9.7% 92 3.1% 6.6% 60 3.1% 6.0% 110 3.0% 6.2%

● ● 279 4.5% 9.0% 3 0.6% 1.2% 23 2.6% 5.2% 133 4.5% 9.5% 120 6.1% 12.0% 201 5.5% 11.2%

● ● 73 1.2% 2.4% 3 0.6% 1.2% 21 2.4% 4.7% 32 1.1% 2.3% 17 0.9% 1.7% 35 1.0% 2.0%

● ● 729 11.6% 23.5% 59 11.8% 24.1% 118 13.5% 26.6% 314 10.7% 22.4% 238 12.2% 23.7% 415 11.4% 23.2%

● ● ● 358 5.7% 11.6% 17 3.4% 6.9% 44 5.0% 9.9% 181 6.2% 12.9% 116 5.9% 11.6% 213 5.9% 11.9%

1,207 19.3% 39.0% 95 18.9% 38.8% 161 18.4% 36.3% 545 18.6% 38.8% 406 20.8% 40.5% 719 19.8% 40.2%

1,439 23.0% 46.5% 82 16.3% 33.5% 206 23.6% 46.4% 660 22.5% 47.0% 491 25.1% 49.0% 864 23.8% 48.3%

人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合② 人数 割合① 割合②

38,067 4,974 7,190 17,088 8,815 17,210

8,660 527 1,218 4,516 2,399 4,787

1,719 68 202 879 570 1,063

0 0 0 0 0 0
高血糖 高血圧 脂質異常 1,719 68 202 879 570 1,063

腹囲又はBMIのみ 337 3.9% 19.6% 25 4.7% 36.8% 57 4.7% 28.2% 173 3.8% 19.7% 82 3.4% 14.4% 182 3.8% 17.1%

● 39 0.5% 2.3% 1 0.2% 1.5% 9 0.7% 4.5% 20 0.4% 2.3% 9 0.4% 1.6% 22 0.5% 2.1%

● 517 6.0% 30.1% 13 2.5% 19.1% 49 4.0% 24.3% 286 6.3% 32.5% 169 7.0% 29.6% 320 6.7% 30.1%

● 130 1.5% 7.6% 8 1.5% 11.8% 19 1.6% 9.4% 62 1.4% 7.1% 41 1.7% 7.2% 73 1.5% 6.9%

● ● 123 1.4% 7.2% 5 0.9% 7.4% 16 1.3% 7.9% 55 1.2% 6.3% 47 2.0% 8.2% 84 1.8% 7.9%

● ● 34 0.4% 2.0% 6 1.1% 8.8% 4 0.3% 2.0% 16 0.4% 1.8% 8 0.3% 1.4% 13 0.3% 1.2%

● ● 404 4.7% 23.5% 9 1.7% 13.2% 35 2.9% 17.3% 202 4.5% 23.0% 158 6.6% 27.7% 279 5.8% 26.2%

● ● ● 135 1.6% 7.9% 1 0.2% 1.5% 13 1.1% 6.4% 65 1.4% 7.4% 56 2.3% 9.8% 90 1.9% 8.5%

686 7.9% 39.9% 22 4.2% 32.4% 77 6.3% 38.1% 368 8.1% 41.9% 219 9.1% 38.4% 415 8.7% 39.0%

696 8.0% 40.5% 21 4.0% 30.9% 68 5.6% 33.7% 338 7.5% 38.5% 269 11.2% 47.2% 466 9.7% 43.8%

注）割合①の分母は健診受診者、割合②の分母は腹囲85ｃｍ以上又は90ｃｍ以上

メタボリック予備群

メタボリック該当者

22.2%
BMI25以上の者（腹囲測定未実施者）

（再掲）
有所見の
重複状況

予備群

該当者

19.5% 23.8%

26.4% 27.2% 27.8%

腹囲90ｃｍ以上の者
19.8% 12.9% 16.6%

健診受診者数（受診率％） 22.7% 10.6% 16.9%

（再掲）65～74歳

被保険者数（40～74歳）

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳

メタボリック予備群

メタボリック該当者

女　　性
総数

BMI25以上の者（腹囲測定未実施者）

（再掲）
有所見の
重複状況

予備群

該当者

51.3% 49.2%50.8% 47.9%
腹囲85ｃｍ以上の者

49.4% 48.8%

健診受診者数（受診率％） 19.0% 9.3% 12.4% 22.1% 26.9% 26.1%

被保険者数（40～74歳）

50～59歳 60～69歳 70～74歳 （再掲）65～74歳
男　　性

総数 40～49歳
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第３章 特定健康診査・特定保健指導の実施 

 

１ 目標値の設定 

 
（１）国が定めた目標値 

平成２９年度における市町村国民健康保険の特定健診の実施率等の数値目標は

次のとおりです。 

 

特 

 

 

 

 

特定健診・特定保健指導については、平成２５年度から平成２９年度までの第

２期特定健診等実施計画の期間、国全体の目標値としては、平成２４年度までの

目標値だった特定健診実施率７０％、特定保健指導実施率４５%を引き続き維持

することとなりました。 

また、第１期計画の目標だった「メタボリックシンドロームの該当者及び予備

群の減少率」については、第２期計画からは個々の保険者の目標とはせず、保険

者が自らの特定保健指導の効果を個別に検証するための指標として推奨されるこ

ととなりました。 

 

（２）宮崎市国民健康保険の目標値 

国の数値目標は前述のとおりですが、本市の平成２３年度特定健康診査受診率

（法定報告）は２０．４％だったため、平成２７年度まではやや緩やかな目標値

を設定し、最終的には、平成２９年度の特定健診の実施率等の目標値を、国の定

める６０％としています。 
 

 

 

 

 

 

 

２ 対象者の見込み 
 

健診 保健指導対象者（※２） 保健指導実施予定者 
年度 

国保人口 

（※１） 受診率 受診者 総数 動機付け 積極的 実施率 総数 動機付け 積極的 

Ｈ25 77,988 25％ 19,497 2,496 1,813 683 30％ 749 544 205 

Ｈ26 78,105 30％ 23,432 2,999 2,179 820 35％ 1,050 763 287 

Ｈ27 78,222 35％ 27,378 3,504 2,546 958 40％ 1,402 1,019 383 

Ｈ28 78,339 45％ 35,253 4,512 3,278 1,234 50％ 2,256 1,639 617 

Ｈ29 78,457 60％ 47,074 6,025 4,378 1,647 60％ 3,615 2,627 988 

 
※１ 国保人口：４０歳～７４歳の国保人口（Ｈ２４.４月統計を基準に、Ｈ２３．４月

統計からの伸び率０．００１５ポイントを掛けて算出） 

※２ 保健指導対象者推計：平成２３年度の割合（動機付け：９.３%、積極的：３.５%）

で算出 

評 価 指 標 平成２４年度目標 平成２９年度目標 

特定健康診査の実施率（市町村国民健康保険） ６５％ ６０％ 

特定保健指導の実施率（市町村国民健康保険） ４５％ ６０％ 

評 価 指 標  H２５年度 H２６年度 H２７年度 H２８年度 H２９年度 

特定健康診査の実施率  目標 ２５％ ３０％ ３５％ ４５％ ６０％ 

特定保健指導の実施率 目標 ３０％ ３５％ ４０％ ５０％ ６０％ 
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３ 特定健康診査の実施 

 

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とし

て、メタボリックシンドロームに着目し、その該当者及び予備群を減少させるための

特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行います。 

 

（１）対象者    ４０歳～７４歳の宮崎市国民健康保険被保険者 

 

（２）実施形態 

① 個別健診 

被保険者の健診受診機会をより多く確保することを目的として、宮崎市郡医師

会等に委託して実施します。 

実施医療機関数は約２００か所です。 

 

② 集団健診（４町域：佐土原町、田野町、高岡町、清武町） 

一つの医療機関へ受診者が殺到する事態を防ぐことや、高年齢の方等の受診し

やすい環境を維持するため、集団健診を実施しています。 

※ 平成２５年度からは、旧宮崎市域においても、日曜日に実施する胃がん検

診・結核肺がん検診に併せて、特定健診を実施します。 

 

（３）実施期間   毎年６月～翌年２月末日 
 

（４）自己負担額 

   ① 基本的な健診 

１,０００円 

（ただし、清武町集団健診は合併調整方針により平成２６年度まで無料） 
 

② 詳細な健診 

貧血検査 心電図検査 眼底検査 

５０円 ４５０円 ３００円 

 

（５）結果の通知   各健診実施機関から、直接本人に手渡しもしくは郵送します。 

 

（６）外部委託の有無 

① 健診業務の外部委託 

厚生労働省令に定める基準を満たす医療機関に健診業務を委託します。 

   

② 費用決済等の外部委託 

代行機関である宮崎県国民健康保険団体連合会に、健診等に係る費用決済等の

事務処理を委託します。 
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（７）検査項目 

    特定健診の検査項目は下の表のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

特定健診

服薬歴・既往歴・生活習慣等に関する項目 ○

自覚症状及び他覚症状 ○

身長 ○

体重 ○

腹囲 ○

肥満度（ＢＭＩ) ○

収縮期血圧 ○

拡張期血圧 ○

身体診察 ○

打聴診（心雑音、肺胞音） ○

中性脂肪 ○

ＨＤＬコレステロール ○

ＬＤＬコレステロール ○

ＧＯＴ ○

ＧＰＴ ○

γ－ＧＴＰ ○

空腹時血糖 ○

ＨｂＡ１ｃ(ＮＧＳＰ) ○

尿糖 ○

尿蛋白 ○

尿潜血 ○

血清クレアチニン ○

尿酸 ○

ｅＧＦＲ(推算糸球体ろ過量) ○

ヘマトクリット値

血色素量

赤血球数

□

□

総合判定 ○

特定保健指導レベル判定 ○

医師の診断

判　　　定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○：必須項目    　　 　□：選択項目

□

　　心電図検査（標準１２誘導心電図）

　　眼底検査

尿検査

腎機能検査

詳
細
な
健
診

貧血検査

特
定
健
康
診
査

検　　査　　項　　目

基
本
的
な
健
診

問　　　診

計　　　測

血　　　圧

理学的所見

脂質検査

肝機能検査

血糖検査
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（８）特定健康診査の案内方法 

    特定健康診査に関する市民への案内は、下記のように行います。 

① 個人通知の送付（受診券送付、未受診者受診勧奨通知） 

② 市広報紙への掲載 

③ 出前講座 

④ 地域事務所、自治会等を利用した広報 

⑤ 国保連合会オレンジタイムなどテレビ等マスメディアを利用した周知 

⑥ 健康増進担当課との連携（関連する保健事業等での周知） 

 

（９）その他 

     受診券の様式および交付時期、その他特定健康診査の実施に関することは「宮

崎市国民健康保険特定健康診査事業実施要綱」に定めます。 
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４ 特定保健指導の実施 
 

特定保健指導は、特定健診の結果により抽出された、健康の保持に努める必要があ

る人を対象としています。 

糖尿病等の生活習慣病の予防を第一の目的として、対象者が自らの生活習慣をふり

返り、行動変容と自己管理により、健康的な生活ができるよう支援します。 

 

（１）健診から保健指導実施の流れ 

下図に示す確定版様式６－１０に沿って、健診結果を基に保健指導対象者の明

確化、保健指導計画の策定・実践、評価を行います。 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式6-10  糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導

2,1352,1352,1352,135 人

5,7815,7815,7815,781

71,06171,06171,06171,061 人 0000 人

71,06171,06171,06171,061 人

（R/E）12.7%12.7%12.7%12.7%
56,13556,13556,13556,135 人 14,92614,92614,92614,926 人

人

2,1842,1842,1842,184 人 3,5973,5973,5973,597 人 人 人

9,1459,1459,1459,145 人

3.6%3.6%3.6%3.6% （P/E）

21.0%21.0%21.0%21.0%

1,8931,8931,8931,893 人

1,3861,3861,3861,386 人 5425425425423,5913,5913,5913,591 人

14.3%14.3%14.3%14.3% （Q/E）

9.3%9.3%9.3%9.3% （O/E）

3,6263,6263,6263,626

健診から保健指導実施へのフローチャート　（平成２３年度実績）

様式６－１０

被保険者台帳

４０歳～７４歳の被保険者を抽出

AAAA

BBBB健診対象者

健健健健
康康康康
診診診診
査査査査

保保保保
健健健健
事事事事
業業業業
対対対対
象象象象
者者者者
のののの
明明明明
確確確確
化化化化

保保保保
健健健健
事事事事
業業業業

計計計計
画画画画
ＰＰＰＰ

評評評評
価価価価
ＣＣＣＣ

保保保保
健健健健
事事事事
業業業業
のののの

実実実実
践践践践
ＤＤＤＤ

改改改改
善善善善
ＡＡＡＡ

年１回受診

★特定健康診査の実施

健診未受診者 健診受診者

DDDD EEEE

他の健診等の
結果の提出者

CCCC

★特定健診の受診率
※平成２４年以降の健診実施率が参
酌標準の半分の水準に達しない場合
は、３項目とも未達成扱いとする

メタボ該当者

メタボ予備群

QQQQ

RRRR

FFFF
健診受診情報とレセプトを突合

治療なし 生活習慣病
治療中＊

生活習慣病
治療中＊

GGGG

HHHH

IIII

情報提供

特定保健指導

OOOO PPPP

動機付け支援 積極的支援

★特定保健
指導実施率SSSS

特定保健指導以外の対象者

情報提供
（受診の必要性を含む）

MMMM NNNN

受診必要 受診不必要

レベル１
レベル２

未受診者対策 医療との連携 医療との連携

◆医療機関を受診する必要
性について通知・説明
◆適切な生活改善や受診行
動が自分で選択できるよう支
援

特定保健指導特定保健指導以外の
保健指導

◆健診結果の見方につ
いて通知・説明

◆対象者の特徴に応じた行動変
容を促す保健指導の実施
◆行動目標・計画の策定
◆健診結果により、必要に応じて
受診勧奨を行う

◆特定健診の受
診勧奨（例：健診
受診の重要性の
普及啓発、簡易
健診の実施によ
る受診勧奨）

◆かかりつけ医と保健指導実施者
との連携
◆学習教材の共同使用
◆医療機関における診療報酬上
の生活習慣病管理料、栄養食事
指導料の積極的活用
◆治療中断者対策及び未受診者
対策としてのレセプトと健診データ
の突合・分析

未受診なのでレベ
ルが未知のグルー

次年度の特定
健診の受診

次年度の特定健
診未受診又は結
果未把握

かかりつけ医と
連携した対応

TTTT

UUUU

VVVV
個別に働きかけ
を行った人の数WWWW 実施者数XXXX

動機づけ支
援

実施者数

積極的支援
実施者数
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ZZZZ

レベルX レベル４ レベル３ レベル１ レベル２

使　用　す　る　学　習　教　材　の　選　択

健診データをもとに特定保健指導個別
支援計画を作成
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生活習慣病
治療なし

健診結果の判定

必要に応じて主治医の指示のも
と、保健指導が行われるよう調整

分析

特定保健指導の対象者

＊L及びMについては、標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）
P48「健診検査項目の健診判定値」1～10の受診勧奨判定値以上、尿
蛋白・尿糖2＋以上が1項目でも該当した場合に計上

＊生活習慣病＝高血圧症・糖尿病・脂質異常症

レベル３

レベル４

良

生活習慣病のコントロール
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（２）要保健指導対象者数の見込み、選定と優先順位・支援方法 

      確定版様式６－１０から、特定保健指導等の優先順位、対策、対象者の見込

みをまとめると、下の表のようになっています。 

さらに、各グループ別の健診結果一覧表から、個々のリスク（特に、ＨｂＡ

１ｃと空腹時血糖、ＬＤＬ、血圧等のレベル、ｅＧＦＲと尿蛋白の有無）を評

価し、必要な保健指導を実施します。 

 

様式 6-10 

フローチャート 

O 

P 
M D N I 

優先順位 １ ２ ３ ４ ５ 

保健指導 

レベル判定 

Ｏ：動機付け支援 

Ｐ：積極的支援 

情報提供 

（受診必要） 
健診未受診 情報提供 

情報提供 

（服用中のため） 

検査結果 
保健指導判定値 

受診勧奨判定値 

受診勧奨 

判定値 
 異常なし  

生活習慣病 

内服治療中 
なし なし  なし あり 

対  策 

� 対象者に

応 じ た 行

動変容を

促す保健

指導の実

施 

 

� 健診結果

に よ り 必

要 に 応 じ

て受診勧

奨 、 そ の

後の受診

状況の確

認 

� 医療機関

の受診勧

奨 、 そ の

後の受診

状況の確

認 

 

� 適切な生

活改善や

受診行動

が自分で

選択でき

る よ う 支

援 

 

� 特定健診

の受診勧

奨 （ 健 診

受診の重

要性の普

及啓発） 

 

� 健診結果

の見方に

ついての

普及 

 

� 医療機関

との連携 

 

� 治療中断

者対策お

よび未受

診者対策

と し て の

レセプトと

健診デー

タ の 突

合・分析 

 

対象者数 
見込み 

（受診者に占

める割合） 

１，３８６人（Ｏ） 

５４２人（Ｐ） 

（１２．９％） 

３，５９１人 

（２４．１％） 
５６，１３５人 

３，６２６人 

（２４．３％） 

 

５，７８１人 

（３８．７％） 

 

  

      

（３）特定保健指導の実施時期 

原則として、健診受診後２～４週間後に初回面接を行い、その後６か月間にわ

たり支援を継続します。 

     継続した支援の期間が、年度をまたがる場合もあります。 
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（４）特定保健指導の案内方法と実施までの流れ 

①【個別健診】と保健指導の両方を行う実施機関で特定健診を受診したとき 

特定保健指導の対象者には、健診の結果説明時に、引き続き特定保健指導の初

回面接を行うことを説明します。本人了解のうえ、実施機関の医師、保健師、管

理栄養士等が初回面接を行います。 

 

②【個別健診】のみを行う実施機関で特定健診を受診したとき 

特定保健指導の対象者には、健診の結果説明後に、宮崎市から保健指導案内「特

定保健指導利用券、保健指導実施機関一覧等」を送付します。対象者は、利用券

を保健指導実施機関に提示し、保健指導を受けます。 

 

③【集団健診】で特定健診を受診したとき 

特定保健指導の対象者には、宮崎市もしくは集団健診実施機関から、健診結果

と併せて保健指導の案内を送付します。対象者は、特定保健指導実施日に指定会

場に行き、保健指導を受けます。 

 

（５）実施方法と支援内容 

① 保健指導レベル判定（階層化） 

まず、腹囲またはＢＭＩ（肥満度の指標）により内臓脂肪蓄積のリスクを判断

します。次に、血糖、脂質、血圧の追加リスクの状況を判断し、最後に、喫煙歴

（過去１か月以内の喫煙状況）を判断します。 

なお、特定健診問診事項により、生活習慣病に係る服薬があると確認したとき

は保健指導対象から外します。 

保健指導のレベル判定は、検査結果と年齢に応じて「積極的支援」「動機付け支

援」「情報提供」の３つに分類されます。 

 
《参考》特定保健指導レベル判定（階層化）※１ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①腹囲  血糖 ・空腹時血糖　１００mg/㎗ 以上　または、
男性８５㎝以上 ※２ ・ＨｂＡ１ｃ　５．６％ 以上（ＮＧＳＰ）
女性９０㎝以上  脂質 ・中性脂肪　１５０mg/㎗ 以上　または、

・ＨＤＬコレステロール　４０mg/㎗ 未満
 ②上記以外で  血圧 ・収縮期　１３０㎜Hg 以上　または、

ＢＭＩ　２５以上 ・拡張期　　８５㎜Hg 以上

 ①腹囲
男性８５㎝以上
女性９０㎝以上

 ②上記以外で
ＢＭＩ　２５以上

※１　高血圧、糖尿病、脂質異常症の内服を行っていれば、「情報提供」となる。
※２　血糖検査を両方している場合には、「空腹時血糖」の結果で判定を行う。
　　　ＨｂＡ１ｃだけの検査の時は、「ＨｂＡ１ｃ」の結果で判定を行う。
※３　年齢区分は、実施年度中に達する年齢で判定する。（健診受診日での年齢ではない）
　　　ただし、年度内に７５歳になる人においては、健診受診日の年齢（７４歳）で判定する。

情報提供

喫煙歴の
有　無

①、②とも該当しない 情報提供

該当なし 情報提供 情報提供

３つ該当
積極的支援

動機付け支援２つ該当
あ　り
な　し

動機付け支援
１つ該当

該当なし 情報提供 情報提供

２つ以上該当
積極的支援

動機付け支援
１つ該当

あ　り
な　し 動機付け支援

内臓脂肪蓄積リスク 追加リスク 喫煙歴

内臓脂肪蓄積リスク 追加リスク 喫煙歴
年　齢　区　分　　※３

４０歳～６４歳 ６５歳～７４歳
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② 実施方法 

保健指導は、被保険者の利便性等を考慮し、できる限り健診実施機関で引き続

き利用できるよう努めます。そのため、委託による実施を前提とし、市は、委託

先の標準的な保健指導内容の企画や評価、実施体制の整備に主として携わる一方、

委託先の進捗状況から対象者の行動変容を把握し、関係機関と連携しながら保健

指導未実施者や保健指導中断者への支援等を行います。 

また、委託での実施が困難なケースは、宮崎市が直営で特定保健指導を行います。 

 

 

③ 支援内容 

ア）動機付け支援 

     ⅰ）目的 

対象者が自分の生活習慣の改善すべき点等を自覚し、自ら行動目標を設

定し行動に移すことができ、保健指導終了後も引き続き、その生活が継続

できることを目指します。 

 

ⅱ）支援頻度・期間 

面接による支援の原則１回とします。ただし、必要に応じて随時、通信

等で支援を行います。 

支援期間は、初回面接から６か月経過後に実績評価を行うことから、約

６か月となります。 

 

ⅲ）支援内容および支援形態 

        初回面接後、６か月経過後に最終評価を行います。 

初回面接後、必要に応じて進捗状況等を電話等で確認し、生活習慣改善

に向けた行動の実践等を促します。 

 

 

 

【図】動機付け支援の一例 

     

                ≪≪≪≪    動動動動    機機機機    付付付付    けけけけ    支支支支    援援援援    ≫≫≫≫    

 

支援開始                   ６か月経過後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
初
回
面
接 

 
 

【
行
動
目
標
・ 

行
動
計
画
の
作
成
】 

（
個
別
で
20
分
以
上
） 

（
グ
ル
ー
プ
で
80
分
以
上
） 

※
１
グ
ル
ー
プ
８
名
以
下  

 

②
最
終
評
価 

 
 

【
目
標
達
成
の
確
認
】 

（
面
接
ま
た
は
通
信
等
）  

   

必
要
に
応
じ
て 

状
況
確
認
等 

（
通
信
等
） 
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イ）積極的支援 

     ⅰ）目的 

対象者が自分の生活習慣の改善すべき点等を自覚し、自ら行動目標を設

定し、定期的・継続的な支援により、目標達成に向けた行動に取り組みな

がら、保健指導終了後も引き続きその生活が継続できることを目指します。 

 

ⅱ）支援頻度・期間 

初回時に面接による支援を行い、その後、６か月間の継続的な支援を行

います。 

支援期間は、初回面接から６か月経過後に実績評価を行うことから、約

６か月となります。 

 

ⅲ）支援内容および支援形態 

初回面接後、６か月間の継続的な支援、最終評価を行います。 

内容や時間に応じてポイントがつく方式で、６か月間の継続的な支援で

は、１８０ポイント以上の実施が必要です。支援には支援Ａ（積極的関与

タイプ）と支援Ｂ（励ましタイプ）があります。最終評価は、面接または

通信等で行います。 

 

【図】積極的支援の一例 
   

            ≪≪≪≪    積積積積    極極極極    的的的的    支支支支    援援援援    ≫≫≫≫ 

 

支援開始     ３３３３かかかか月以上月以上月以上月以上のののの継続的継続的継続的継続的なななな支援支援支援支援    ６か月経過後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８０ポイント以上の実施 

 

①
初
回
面
接 

 
 

【
行
動
目
標
・ 

行
動
計
画
の
作
成
】 

（
個
別
で
20
分
以
上
） 

（
グ
ル
ー
プ
で
80
分
以
上
） 

※
１
グ
ル
ー
プ
８
名
以
下 

 

 

①
最
終
評
価 

 
 

【
目
標
達
成
の
確
認
】 

（
面
接
ま
た
は
通
信
等
）  

 

②
継
続
的
な
支
援 

 
 

【
支
援
Ａ
ま
た
は
Ｂ
】 

（
個
別
、
グ
ル
ー
プ
、
電
話
、 

メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
手
紙
等
） 

 

 

④
継
続
的
な
支
援 

 
 

【
支
援
Ａ
ま
た
は
Ｂ
】 

（
個
別
、
グ
ル
ー
プ
、
電
話
、 

メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
手
紙
等
） 

 

 

③
中
間
評
価 

 
 

【
支
援
Ａ
】 

（
面
接
ま
た
は
通
信
等
） 

 

※ 国の動向では、積極的支援について、現行現行現行現行ポイントポイントポイントポイント制制制制（（（（１８０１８０１８０１８０ポイントポイントポイントポイント以上以上以上以上））））はははは

維持維持維持維持することとしたうえで、現在現在現在現在、、、、支援支援支援支援Ａ（Ａ（Ａ（Ａ（計画計画計画計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの確認確認確認確認やややや実践指導実践指導実践指導実践指導＝＝＝＝

１１１１６０６０６０６０ポイントポイントポイントポイント以上以上以上以上））））とととと支援支援支援支援Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ（励励励励ましやましやましやましや賞賛賞賛賞賛賞賛＝＝＝＝２０２０２０２０ポイントポイントポイントポイント以上以上以上以上））））にににに分分分分かれてかれてかれてかれて

いるいるいるいるプログラムについて、支支支支援援援援ＡＡＡＡのみでのみでのみでのみで１８０１８０１８０１８０ポイントポイントポイントポイント以上以上以上以上をををを計上計上計上計上することがすることがすることがすることが認認認認

められるめられるめられるめられる予定です。 
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（６）外部委託の有無 

① 保健指導業務の外部委託 

厚生労働省令に定める基準を満たす実施機関に保健指導業務を委託します。 

 

   ② 費用決済等の外部委託 

代行機関である宮崎県国民健康保険団体連合会に、保健指導に係る費用決済等

の事務処理を委託します。 

 

（７）保健指導未利用者への支援 

保健指導未利用者については、宮崎市において再度、保健指導の利用を勧奨し

ます。 

 

（８）保健指導対象外の人への対応について 

保健指導対象外の人への保健指導も重要であることから、健診結果から高血圧

や高血糖などの健康リスクが判明した場合は医療機関の受診勧奨や保健指導が望

ましいため、これらの方々へのフォローアップに努めます。 

 

（９）その他 

    利用券の様式、その他特定保健指導の実施に関することは「宮崎市国民健康保

険特定保健指導事業実施要綱」に定めます。 

 

 

 

５ 年間スケジュール 
 

特定健康診査・特定保健指導は、下記のスケジュールで行います。 
 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

受診券の送付  

 

  

 

      

 

特定健康診査【集団健診】   

 

       

  

特定健康診査【個別健診】  

  

        

 

特定保健指導 

  

         

 

法定報告    

  

  

 

   

 

国報告 

（前年度健診分） 

保健指導利用者

リスト完成 

受診券 

送 付 

紛失者等に随時送付 

集団健診 

申込 

集団健診の実施（４町で約５０日間） 

個別健診の実施（６月～翌年２月） 

利用期間（初回面接～６か月間） 

除外対象者の把握 

対象者リスト確定 
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第４章 特定健康診査・特定保健指導の情報の取り扱いについて 
 

１ 基本的な考え方 

 
個人の健康に関する情報が集まった健診・保健指導のデータファイルや、それらを健

診・保健指導機関から受領し個人別・経年別等に整理・保管した宮崎市のデータベース

は、重要度の高い個人情報が集積しており、個人情報保護の観点から極めて慎重な取り

扱いが求められます。 

個人情報の取り扱いに関しては、「宮崎市個人情報保護条例」「個人情報の保護に関す

る法律」およびこれに基づくガイドライン等を踏まえた対応を行います。受診者の利益

を最大限に保証するための個人情報の保護に十分に配慮しつつ、効果的・効率的な特定

健康診査等を実施します。 

 

 

 

２ 特定健康診査・特定保健指導の記録の管理 
 

（１）保管期間 
特定健診・特定保健指導の記録の保管期間は、記録作成の年度から最低５年間

とします。また、他の医療保険者への異動などで国民健康保険の被保険者でなく

なった場合は、異動年度の翌年度末まで保管することとします。 

 

（２）保管方法 

特定健診・特定保健指導の記録は、個人別・経年別のファイルおよびデータベ

ース管理を原則とします。データの作成に当たっては、国の指定する標準的な仕

様を遵守します。 

 

（３）記録の活用 

特定健診・特定保健指導の記録は、個人別・経年別等に整理・保管し、一人ひ

とりの保健指導に役立てるほか、個人の長期的な経年変化をたどることによる疫

学的な分析、経年変化に基づく発症時期の予測による保健指導や受診勧奨等の重

点化等に活用します。 

また、健康増進担当課が健康増進法による訪問指導や健康教育等を行うことを

目的にデータを利用する旨の依頼があるときは提供します。 

 

 

 

３ 個人情報の保護に関する方針 
 

  個人情報の取り扱いに関しては、「宮崎市個人情報保護条例」「個人情報の保護に関す

る法律」およびこれに基づく各種ガイドラインを遵守します。 

外部委託先に対しても、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（平成

１７年３月厚生労働省）を遵守して、個人情報の厳重な管理を行うことを徹底させると

ともに、目的外使用を禁止します。 

  また、「高齢者の医療の確保に関する法律」第３０条（秘密保持義務）および第１６７

条（罰則）を、健診等の外部委託先等に適用します。 
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第５章 実施計画の円滑な推進 
 

１ 実施計画の評価および見直し 
  

 本計画の進捗管理に当たっては、「宮崎市国民健康保険運営協議会」において定期的に

評価・検証を行い、被保険者に対する特定健診・特定保健指導事業の円滑な推進に努め

ます。 

 

 

 

２ 実施計画の円滑な実施のための方策 
 

（１）関係各課との協力連携 

健康増進担当課等と計画の推進に関する進捗状況管理および意見交換等を実施

することで特定健診等の円滑な推進に努めます。 

 

（２）外部委託先に対する適切な意見聴取等の実施 

外部委託機関への意見聴取等を適宜行い、特定健診や特定保健指導の精度の適

切な確保と、特定健診等の円滑な推進に努めます。 
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第６章 実施計画の公表・周知 
 

生活習慣の改善により、若い時からの糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進め、糖尿病

等を発症しない境界域の段階で留めることができれば、通院患者を減らすことができ、さ

らには重症化・合併症にもならず、入院患者を減らすことができます。この結果、市民の

生活の質の維持および向上を図りながら、医療費の伸びの抑制を実現することが可能とな

ります。 

予防可能な生活習慣病を予防することによって将来の医療費の伸びを抑え、市民（被保

険者）の負担を減らし、国民皆保険制度を維持可能なものとするためには、実施主体（保

険者）だけでなく市民（被保険者）の理解と実践が最も重要となります。 

そのため、特定健康診査等実施計画については、広報紙やホームページ等に掲載して、

公表・周知を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


